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地方独立行政法人山口県立病院機構有期短時間勤務職員就業規則 

 

   第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）（以下「法」という。）第 89

条の規定に基づき、地方独立行政法人山口県立病院機構（以下「法人」という。）に勤

務する有期短時間勤務職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところに

よる。 

２ 有期短時間勤務職員 法人が雇用する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者を

いう。ただし、地方独立行政法人山口県立病院機構職員就業規則（以下「職員就業規則」

という。）第３条第１項第２号に定める職員を除く。 

(1) 雇用期間について３年（医師、歯科医師、薬剤師にあっては５年）を超えない期間

を定めて雇用される者 

(2) 勤務時間について地方独立行政法人山口県立病院機構職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する規程（以下「職員勤務時間等規程」という。）第２条に規定する職員の１

週間当たりの勤務時間未満の勤務時間をもって雇用される者 

３ 通算雇用期間 有期短時間勤務職員又は地方独立行政法人山口県立病院機構有期常勤

職員就業規則に定める有期常勤職員として雇用された期間の合計をいう。ただし、労働

契約が締結されていない期間が６ヶ月以上ある職員については、それ以前の雇用期間は

通算雇用期間に含めない。 

４ 配置換 勤務する部署を異にする異動並びに担当業務の変更をいう。 

５ 兼務 有期短時間勤務職員が本来命じられた勤務地及び業務に従事しながら、一定期

間、他の業務（本来命じられた勤務地における業務に限る。）に従事することをいう。 

６ 業務応援 前２項によることなく、一時他の業務（本来命じられた勤務地における業

務に限る。）を応援することをいう。 

７ 在籍出向 法人に有期短時間勤務職員として在籍したまま、法人への復帰を前提とし

て、一定期間山口県その他法人以外の機関（以下「出向先」という。）の指揮命令に従

い出向先に常時勤務し、その業務を行うことをいう。 

 

（規則の遵守義務） 

第３条 有期短時間勤務職員は、この規則及びこの規則に附属する規程を誠実に遵守し、

法人の秩序と服務規律を保持するよう努めなければならない。 

 

(権限の委任） 
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第４条 理事長は、業務上の必要に応じて、この規則に定める権限の一部を職員に委任す

ることができる。 

 

   第２章 採用 

 

（採用） 

第５条 有期短時間勤務職員の採用は選考による。 

 

（採用時の提出書類） 

第６条 有期短時間勤務職員として採用される者は、次の各号に定める書類を、別に理事

長が指定する日までに提出しなければならない。ただし、理事長が適当と認めたときは、

その一部を省略することができる。 

(1) 履歴書 

(2) 学歴及び資格に関する証明書 

(3) 住民票記載事項証明書 

(4) 職歴のある者にあっては、当該職歴に関する使用者の証明書、年金手帳及び雇用保

険被保険者証 

(5) 扶養親族等に関する書類 

(6) 誓約書 

(7) 身元保証書 

(8) その他理事長が必要と認める書類 

２ 前項各号の書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で届け出なければな

らない。 

 

（雇用期間等） 

第６条の２ 有期短時間勤務職員の雇用期間は３年以内（医師、歯科医師、薬剤師にあっ 

ては５年）とし、通算雇用期間が５年を超えない期間の範囲内とする。ただし、理事長 

が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の雇用期間は、有期短時間勤務職員（医療に関する業務に従事する医師及び歯科 

医師である職員を除く。）が年齢 65 歳に達する日以後における最初の 3 月 31 日以前と

する。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

３ 職員就業規則第 21 条第２項又は第 23 条第３項の適用を受ける職員から、引き続き有

期短時間勤務職員となった者に係る第１項の雇用期間は、前項の規定にかかわらず、当

該職員が年齢 70歳に達する日以後における最初の３月３１日以前とする。 

 

第６条の３ 前条第１項の規定にかかわらず、有期短時間勤務職員のうち、通算雇用期間 

が５年を超えるものから、別に定める様式により申し出があったときは、現在締結して

いる有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に

転換（以下「無期転換」という。）するものとする。 
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２ この規則に定める労働条件は、第１項の規定により無期転換した後も引き続き適用す

る。ただし、無期転換した職員に係る定年は、無期転換を申し出た日の属する契約の初

日における年齢により、以下の各号に定めるとおりとし、定年に達する日以後における

最初の 3月 31日をもって退職とする。 

(1) 年齢 65 歳未満 定年年齢 65 歳 

(2) 年齢 65 歳以上 70 歳未満 定年年齢 70 歳 

(3) 年齢 70 歳以上 定年年齢 75 歳 

 

   第３章 配置及び異動 

 

（有期短時間勤務職員の配置） 

第７条 有期短時間勤務職員の配置は、法人の業務上の必要を考慮して理事長が決定する。 

 

（異動） 

第８条 理事長は、有期短時間勤務職員に対し、業務上の必要により、配置換及び業務応

援を命じることができる。 

２ 理事長は、有期短時間勤務職員に対し、勤務地を異にする異動及び在籍出向を命じる

ことはない。 

 

   第４章 退職 

 

（退職） 

第９条 有期短時間勤務職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定め

る日をもって退職とし、有期短時間勤務職員としての身分を失う。 

(1) 雇用契約が満了した場合 雇用契約の満了日 

(2) 退職を申し出て、理事長から承認された場合 理事長が承認する日 

(3) 死亡した場合 死亡した日 

 

   第５章 解雇 

 

（解雇） 

第 10条 理事長は、有期短時間勤務職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に

おいては、これを解雇することができる。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合 

(3) 勤務実績が良くない場合 

(4) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合 

(5) その他業務に必要な適格性を欠く場合 

(6) 組織の改廃により廃職又は過員を生じ、かつ他に適当な配置先がない場合 
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(7) その他前号各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 

 

   第６章 退職者の責務 

 

（退職者の責務） 

第 11 条 職員就業規則第 27 条の規定は、有期短時間勤務職員が退職し、解雇された場合

に準用する。 

 

   第７章 給与及び退職手当 

 

（給与） 

第 12条 有期短時間勤務職員の給与は日給又は時間給とし、その種類は給料及び調整給並

びに諸手当とする。ただし、雇用契約書において特約がある場合は、当該特約の内容に

よる。 

２ 給料及び調整給の額は、職種、経験及び業務内容を考慮し、雇用契約書で定める。 

３ 諸手当は、看護職員等処遇改善手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、救急呼出等待機手当とする。ただし、雇用契約書で特約を定

めた場合は当該特約の内容による。 

 

（看護職員等処遇改善手当） 

第 13 条 有期短時間勤務職員に対する看護職員等処遇改善手当は、救命救急センター

である医療機関に勤務する職員のうち医師、歯科医師及び薬剤師を除く医療サービスを

患者に直接提供する職員に、当該職員となった日の属する月の翌月（当該職員となっ

た日が月の初日であるときは、その月）から支給する。 

２ 前項の医療サービスを患者に直接提供する職員は、保健師、助産師、看護師、准看

護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、公認心理師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、看護補助、

医療相談員、ドクターズクラーク及びこれらに相当すると認められる職種の職員とす

る。 

３ 第１項の手当の額は、給与が日給で支給されるものは１日につき 160 円、時間給で

支給されるものは１時間につき 20 円とする。 

４ 有期短時間勤務職員に対する看護職員等処遇改善手当は、地方独立行政法人山口県立

病院機構職員給与規程（以下「職員給与規程」という。）第 15 条の２第５項の規定を準

用する。 

 

（通勤手当） 

第 13 条の２ 有期短時間勤務職員に対する通勤手当の支給については、職員給与規程第

16 条の規定を準用し、第 17 条第１項に定める給与の計算期間当たりの通勤回数を考慮

して理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、雇用契約書において特約
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がある場合は、当該特約の内容による。 

 

（特殊勤務手当） 

第 14 条 有期短時間勤務職員に対する特殊勤務手当の支給については、職員給与規程第

18条から第 28条の規定を準用する。この場合において、職員給与規程第 28条第１項の

準用に当たっては、同項中「給料の調整額」とあるのは、「有期短時間勤務職員就業規

則第 12条第 1項及び第 2項に定める調整給」と読み替えるものとする。 

 

（時間外勤務手当等） 

第 15 条 有期短時間勤務職員に対する時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給について

は、職員給与規程第 29条、第 31条及び第 32条の規定を準用する。 

２ 前項の場合において、準用された職員給与規程第 29条及び第 31条の規定中、「第 41

条に規定する勤務１時間あたりの給与額」は、「有期短時間勤務職員就業規則第 17条第

４項に規定する勤務１時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当及び夜間勤務手当の額

を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て、

50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げる。 

 

（宿日直手当） 

第 16 条 有期短時間勤務職員に対する宿日直手当の支給については、職員給与規程第 33

条の規定を準用する。 

 

（救急呼出等待機手当） 

第 16 条の２ 有期短時間勤務職員に対する救急呼出等待機手当の支給については、職

員給与規程第 33 条の２の規定を準用する。 

 

（給与の支給） 

第 17条 給与の計算期間（以下「給与期間」という。）は、月の１日から末日までとし、

当該月の勤務実績分（第 21条の規定に定める休暇を取得した日及び時間を含む）を翌月

の 15 日（ただし、その日が休日等（日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法

律第 178 号）に規定する休日並びに土曜日をいう。）に当たるときは、その日前におい

てその日に最も近い休日等以外の日）に支給する。ただし、臨時に、特に必要がある場

合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することが

できる。 

２ 給与は、有期短時間勤務職員の同意があったときは、口座振替の方法により支払う。 

３ 有期短時間勤務職員が、所定労働時間を勤務しないときは、雇用契約書に定める休日

又は第 21 条に定める休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認が

あった場合を除き、この勤務しない１時間につき、次項に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額した給与を支給する。 
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４ 勤務１時間当たりの給与額は、給料、調整給及び看護職員等処遇改善手当の合計額を

７時間 45分で除した額とする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、有期短時間勤務職員が病気休暇の開始の日から起算して

90日を超えて勤務しないときの給与の支給については、職員給与規程附則第２項の規定

を準用する。 

６ 前項に定める期間の計算にあっては、雇用期間を更新した場合は、更新以前の雇用期

間に取得した病気休暇の期間を通算するものとし、勤務に復帰後、１年以内に同一の疾

病により再度病気休暇を取得することとなった場合は、先の病気休暇と後の病気休暇が

引き続くものとして期間を通算するものとする。 

 

（退職手当） 

第 18条 有期短時間勤務職員については雇用契約書で特約のある場合を除き、退職手当を

支給しない。 

 

   第８章 服務 

 

（服務） 

第 19条 有期短時間勤務職員の服務については、職員就業規則第 13章の規定を準用する。 

 

   第９章 勤務時間、休日及び休暇 

 

（勤務時間及び週休日等） 

第 20条 有期短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり 38時間 45分未満とし、始業及

び終業の時刻、休憩時間並びに週休日等（以下「勤務時間等」という。）については、

個々の雇用契約書で定めるところによる。 

２ 始業及び終業の時刻は、原則として以下のとおりとする。 

始業 午前８時 30分 

終業 午後５時 15分 

３ 休憩時間は、原則として午後０時から午後１時までとする。 

４ 週休日は、週２日以上とする。 

５ 理事長は、第２項及び第３項の規定にかかわらず、業務の運営上必要がある場合には、

職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰上げ、又は繰下げることができる。 

６ 理事長は、業務の運営上必要があると認める場合には、労使合意の上、職員勤務時間

等規程第 8条から第 12条の勤務を命じることができる。 

 

（交替制勤務及び変形労働時間制） 

第 20 条の２ 前条第２項から第４項の規定にかかわらず、別表第１に定める職員の勤

務時間等は原則として同表に定めるところによるものとし、前月末日までに勤務割を

作成して、職員に周知する。 
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２ 前条第２項から第４項の規定にかかわらず、別表第２に定める職員は、１ヶ月（毎

月１日から末日までの歴月とする。）を平均して１週間当たり 38 時間 45 分を超えな

い範囲において、所定勤務時間を割り振る変形労働時間制によるものとする。 

３ 前項の職員の勤務時間等は、原則として別表第２に定めるところによるものとし、

前月末日までに勤務割を作成して、職員に周知する。 

４ 次に掲げる事由が生じた場合には、第１項又は前項の勤務割により特定した所定勤

務時間数を変更することがある。この場合において、所定労働時間数を変更するとき

は、当該労働日の前日までに職員の承諾を得るものとする。 

(1) 当初勤務を割り振られていた職員が、休暇、休職又は辞職等により、勤務できな

くなった場合 

(2) 職員から、休暇又は休職等を理由に、変更の申出があった場合 

 

（年次有給休暇等） 

第 21条 年次有給休暇は、一の年度（４月１日から翌年３月 31日までをいう。以下同じ。）

ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、その者の雇用期間に応じ、別

表第３に掲げる日数とする。ただし、雇用期間が２つの年度にわたる職員については、

上記の「一の年度」とあるのを「雇用期間」に読み替えるものとする。 

２ 年次有給休暇の単位は、１日、半日又は１時間とする。 

３ １時間単位での年次有給休暇の取得にあっては、付与された年次有給休暇の日数に応

じて別表第３の２の日数欄に掲げる日数を限度とする。 

４ １時間単位での年次有給休暇の取得において、１日の年次有給休暇に相当する時間数

は１日の所定労働時間とする。ただし、１日の所定労働時間に１時間未満の端数がある

場合は、端数を切り上げて得た時間数とし、所定労働時間が日によって異なる職員にあ

っては、雇用期間における１日の平均所定労働時間を当該所定労働時間とする。 

５ 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時期に与える。ただし、請求された時期に

年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこ

れを与えることができる。 

６ 理事長は、第１項の年次有給休暇が 10日以上付与された職員に対しては、前項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、職員の意見を聴取し、その意見

を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して当該各号に掲げる日数を取得させる。ただ

し、職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日

数分を当該各号に掲げる日数から控除するものとする。 

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 年次有給休暇の付与日（以下「年休付与日」とい

う。）から１年以内に５日 

(2) 当該年度の中途において新たに年次有給休暇が付与された職員 年休付与日

の属する年度の３月 31 日までの間に５日。ただし、翌年度の雇用が確実に見込ま

れる場合は、年休付与日の属する月に応じ、別表第３の３に掲げる時季指定期間内

に同表に掲げる時季指定日数とし、雇用期間が２つの年度にわたる職員について

は、年休付与日の属する月から雇用期間の間に５日とする。 
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７ 前２項に掲げるもの以外の休暇については、職員勤務時間等規程第 16 条から第 24 条

（ただし、第 23条別表第４第 15号を除く。）までの規定を準用する。 

８ 前項の場合において、準用された勤務時間等規程第 23条別表第４の規定中、「一の年」

は、「一の年度」と読み替えるものとする。ただし、雇用期間が２つの年度にわたる職

員については、「雇用期間」と読み替えるものとする。 

 

   第 10章 育児休業及び介護休業等 

 

（育児休業） 

第 22条 有期短時間勤務職員の育児休業については、地方独立行政法人山口県立病院機構

職員の育児・介護休業等に関する規程（以下「職員育児・介護休業等規程」という。）

第２章の規定を準用する。 

 

（育児部分休業及び育児短時間勤務） 

第 23条 有期短時間勤務職員の育児部分休業及び育児短時間勤務については、職員育児・

介護休業等規程第３章及び第４章の規定を準用する。 

 

（介護休業及び介護部分休業） 

第 24条 有期短時間勤務職員の介護休業及び介護部分休業については、職員育児・介護休

業等規程第５章の規定を準用する。 

 

第 25 条 削除 

 

（給与の取扱い） 

第 26条 育児休業及び介護休業の期間については給与を支給しない。 

 

第 27条 育児部分休業、育児短時間勤務又は介護部分休業をしている有期短時間勤務職員

（日給により給与を支給されている者に限る。）の給料及び調整給の額は、雇用契約書

において定めた給料及び調整給の額の合計額に理事長が別に定める算出率を乗じて得た

額とする。 

２ 育児部分休業、育児短時間勤務又は介護部分休業をしている有期短時間勤務職員（日

給により給与を支給されている者に限る。）の看護職員等処遇改善手当の額は、第 13条

第３項に定める額に理事長が別に定める算出率を乗じて得た額とする。 

 

（時間外勤務の制限等の準用） 

第 28条 職員育児・介護休業等規程第６章及び第７章の規定は有期短時間勤務職員に準用

する。 

 

   第 11章 研修 
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（研修） 

第 29条 有期短時間勤務職員の研修については、職員就業規則第 41条の規定を準用する。 

 

   第 12章 懲戒等 

 

（懲戒） 

第 30条 理事長は、有期短時間勤務職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に

は懲戒を行うことができる。 

(1) この規則及び附属規程その他法人が定める諸規程に違反したとき 

(2) 業務上の義務に違反し、又は業務を怠った場合 

(3) 前各号に準ずる不適切な行為があったとき 

２ 懲戒は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分により行う。 

(1) 戒告 有期短時間勤務職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める。 

(2) 減給 １回の額が法第 12 条で定める平均賃金の１日分の半額を超えず、かつ総額

が一給与支給期における法第 11条で定める賃金の総額の 10分の１を超えない範囲内

で給与を減額する。 

(3) 停職 １日以上６月以下勤務を停止し、業務に従事させず、その間の給与は支給し

ない。 

(4) 懲戒解雇 法第 20条の予告をすることなく解雇する。 

３ 前項各号に掲げる懲戒を行う場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行

う。 

 

   第 13章 安全衛生管理 

 

（安全衛生管理） 

第 31 条 有期短時間勤務職員の安全衛生管理については、職員就業規則第 44 条の規定を

準用する。 

 

   第 14章 出張 

 

（出張） 

第 32条 理事長は、業務上必要があると認める場合、労使合意の上で、有期短時間勤務職

員に出張を命ずることができる。 

２ 出張を命ぜられた有期短時間勤務職員が出張を終えたときは、速やかに文書により上

司に復命しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命

することができる。 
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（旅費） 

第 33条 有期短時間勤務職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、地方独立行政法

人山口県立病院機構職員旅費規程の定めるところによる。 

 

   第 15章 災害補償 

 

（災害補償） 

第 34条 有期短時間勤務職員の業務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害

補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の定めるところによる。ただし地方公務員災害補

償法（昭和 42年法律第 121号）が適用される場合は同法の定めるところによる。 

 

 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成 23年４月１日から施行する。 

 

（年次有給休暇の特例） 

第２条 次の各号に定める者が、この規則の適用を受ける有期短時間勤務職員となった場

合におけるその者の年次有給休暇の取扱については、別に理事長が定める。 

(1) この規則の施行日前に期間の定めのある雇用契約に基づき雇用されていた者 

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和 28年山口県条例第 11号）の適

用を受けていた者 

(3) 地方独立行政法人職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の適用を受けていた

者 

 

（看護職員等処遇改善手当一時金の支給） 

第３条 看護職員等処遇改善手当一時金の支給については、職員給与規程附則第 18 項

及び第 19 項の規程を準用する。この場合において、職員給与規程附則第 18 項の準用

に当たっては、同項中「第 15 条の２第１項及び第２項」とあるのは、「地方独立行

政法人山口県立病院機構有期短時間勤務職員就業規則第 13 条第１項及び第２項」と

読み替えるものとする。 

 

（処遇調整手当一時金の支給） 

第４条 処遇調整手当一時金の支給については、職員給与規程附則第 20 項の規定を準

用する。この場合において、職員給与規程附則第 20 項の準用に当たっては、同項中

「医療機関に勤務する医療職給料表（二）又は医療職給料表（三）の適用を受ける職

員並びに一般職給料表又は現業職給料表の適用を受ける職で理事長が特に定めるも
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の」とあるのは、「薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、

臨床検査技師、臨床工学技士、公認心理師、精神保健福祉士、治験コーディネーター、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉

士、看護事務アシスタント、診療情報管理士、看護補助、医療相談員、ドクターズク

ラーク」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成 29年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 第２条第３項に定める通算雇用期間については、平成 25年４月１日以降の雇用期 

間に適用する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和元年 11月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和４年３月７日から施行し、同年２月１日から適用する。 
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   附 則 

 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和５年１１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和７年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 12条の改正規定のうち

「処遇調整手当、」及び第 13条の２の改正規定並びに原始附則第４条の改正規定は令和

７年１月１日から適用し、第 10条の改正規定は、令和７年６月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 第 10条の施行日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第 20条関係） 

区分 週休日 区分 始業の時刻 終業の時刻 休憩時間 

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー 

看護部に勤務する

者のうち理事長が

指定する者 

２日以上 

日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

準夜 午後４時 30分 午前１時 15分 午後 10時 から 午後 11時 まで 

深夜 午前０時 30分 午前９時 15分 午前４時 から 午前５時 まで 

リハビリテーション

科に勤務する者の

うち理事長が指定

する者 

２日以上 

日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

栄養管理部に勤務

する者のうち理事

長が指定する者 

２日以上 

日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

早出 午前６時 45分 午後３時 30分 正午 から 午後 1時 まで 

遅出 午前７時 午後３時 45分 正午 から 午後１時 まで 

こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー 

看護部に勤務する

者のうち理事長が

指定する者 

２日以上 

日勤１ 午前８時 午後４時 45分 午後０時 20分 から 午後１時 20分 まで 

日勤２ 午前８時 30分 午後５時 15分 午後０時 20分 から 午後１時 20分 まで 

早出 午前７時 30分 午後４時 15分 午後０時 20分 から 午後１時 20分 まで 

遅出 午前 10 時 午後６時 45分 午後０時 20分 から 午後１時 20分 まで 

準夜 午後４時 午前０時 45分 午後７時 30分 から 午後８時 30分 まで 

深夜 午前０時 午前８時 45分 午前３時 30分 から 午前４時 30分 まで 

 

別表第２（第 20条の２関係） 

区分 週休日 区分 始業の時刻 終業の時刻 休憩時間 

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー 

中央放射線部、

薬剤部及び看

護部に勤務する

者のうち理事長

が指定する者 

２日以上 
日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

夜勤 午後４時３０分 午前９時 
午後９時３０分 から 午後１０時 まで 

午前５時 から 午前５時 30分 まで 

中央検査部に

勤務する者のう

ち理事長が指

定する者 

２日以上 
日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

夜勤 午後５時 午前９時３０分 
午後９時３０分 から 午後１０時 まで 

午前５時 から 午前５時 30分 まで 

こ
こ
ろ
の
医
療 

セ
ン
タ
ー 

電話相談業務

に従事する者の

うち理事長が指

定する者 

２日以上 
日勤 午前８時 30分 午後５時 15分 正午 から 午後１時 まで 

夜勤 午後４時３０分 午前９時 
午後９時３０分 から 午後１０時 まで 

午前５時 から 午前５時 30分 まで 
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別表第３（第 21条第１項関係） 

週所定 

労働日数 

雇入れの日から起算した継続勤務期間 

６月以上 １年６月以上 ２年６月以上 ３年６月以上 ４年６月以上 ５年６月以上 ６年６月以上 

５日 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

４日 ７日 ８日 ９日 10 日 12 日 13 日 15 日 

３日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10 日 11 日 

２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

 

別表第３の２（第 21条第３項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３の３（第 21条第６項第２号関係） 

年休付与日の属する月 時季指定期間 時季指定日数 

４月 付与日から翌年 ３月３１日まで ５日 

５月 付与日から翌々年３月３１日まで １０日 

６月 付与日から翌々年３月３１日まで ９．５日 

７月 付与日から翌々年３月３１日まで ９日 

８月 付与日から翌々年３月３１日まで ８．５日 

９月 付与日から翌々年３月３１日まで ８日 

１０月 付与日から翌々年３月３１日まで ７．５日 

１１月 付与日から翌々年３月３１日まで ７日 

１２月 付与日から翌々年３月３１日まで ６．５日 

１月 付与日から翌年 ３月３１日まで ６日 

２月 付与日から翌年 ３月３１日まで ５．５日 

３月 付与日から翌年 ３月３１日まで ５日 

 

付与された年休の日数 時間単位年休の日数 

９日以上 ５日 

７～８日 ４日 

５～６日 ３日 

３～４日 ２日 

１～２日 １日 


